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草

創

時

代

■

へ

本

庄

・榮

治

、
.郎

所
謂
草
創
時
代
ご
は
明
治
初
年
よ
り
八
年
八
月
貯
蓄
米
僚
例
の
獲
布
に
至
る
ま
で
の
間
を
指
す
も
の
に
し
て
、　

↓當
時
、
街
、
庶
政
草
創

の
ぜ
き
に
薦
し
、
「米
償
政
策

に
就
て
も
依
然
曹
慣

に
振

る
所
多
く
、
未
だ
新
制
度
を
確
立

　
し

一
貫
せ
る
新
方
針

の
下

に
之
を
遂
行
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
也
。
而
し
て
こ
の
時
代

の
調
節
策
を
説
く
に
當

り
て

.

先
づ
論
ず

べ
き
も
の
は
、
米
納
制
度
の
沿
革

に
關
す
る
4
ε
是
れ
也
。

の

一
、
米
納
制
度
の
沿
革

「
.

明
治

の
初
年
に
於
て
は
假
者
藩
依
然

と
し
て
割
糠

分
立
し
、
其
後
漸
く
各
藩
封
土
を
返
還
す
る
に
至
り
て
府
藩

、

へ

縣

の
制
度
立
ち
た
り
ビ
難

(調
鞘
}
、
藩
政
は
省
適
宜
の
庭

分
を
許
し
投
る
を
以
て
未
だ
各
藩

の
財
政
を
統

一
す
る
能

.

は
ヰ
、
政
府

の
歳
出
入
は
當
初

の
如
く
僅
か
に
公
領

の
み
に
止
ま
り
し
が
、
か
の
塵
藩
置
縣
の
こ
ご
あ

る
に
及
ん
.↑

…
て
.(燗
肝
)
こ

、
に
始
φ
て
我
國
は
名
實
共
に
統

一
せ
ら
る
、
こ
ζ
、
な
り
財
政

の
こ
ε
亦
全
国

一
途
に
締
せ
ん
ε

…
す
る
に
至
れ
り
。
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論

説

明
治
の
米
慣
調
節
(一;

一

策
九
巻

〔第
四
號

八
四
)

五
五
八

古
来
我
国
の
財
政
は
土
ε
し
て
物
品
を
以
て
経
理
し
、
金
競
は
僅
か
に
そ
の

一
部
に
過
ぎ
す
、
徳
川
時
代
に
於

一
て
も
歳
入
の
根
元
π
る
地
租
は
米
納
制
度
に
し
て
米
穀
は
財
政
上
直
接
重
大
な
る
關
係
を
有
せ
し
も

の
な
る
が
、

大
政
維
新
の
際

に
當
り
て
も
、

「
諸
国
挽
法

の
儀
其
風
土
を
篇

ご
不
相
緋
新
注
相
立
俟
て
は

却
て
人
情
に
戻
り
候

.

間
先

一
両
年
鮭

慣
携

り
可
申
」
云
々
(凧
脾
)
逞

し
、
米
穀
の
経
理
は
依
然
財
政
⊥
轟

な
る
地
位
を
占
め

金
銭
は
之
れ
が
附
随
だ

る
に
留
法
り
、
從
て
計
数

の
爾
呼
も
亦
金
銭
を
以
て
せ
令
し
て
、
米
穀

の
量
数
を
本
位
ご

し
て
経
理
せ
ら
れ
だ
り
.
而
し
て
塵
藩
置
縣
の
後
、
.全
国
財
政

の
統

一
を
企
劃
じ
得

る
に
及
ん
で
も
、

「
今
般
藩

[
う

を
塵
し
縣
を
被
置
候
に
付
て
は
租
税

の
儀

一
般
の
注
則
に
可
引
置
き
の
庭

因
襲

の
久
し
き

「
塒
に
引
直
し
候
て
は

却

っ
て
民
情
に
悖
り
候
儀
も
可
有
之
候
に
付
、
當
来
年
は
悉
皆
醤
慣
に
依

り
可
申
」
云
々

(姻
脾
)
と
令
し
凸
貢
租

の
注
は
荷
暫
の
如
く
米
納
制
度
に
よ
り
し
も
の
な
る
が
、
而
も
時
運
は
既
に
早
く
奨
化
し
、
こ
れ
よ
り
前
屡
地
租

…
改
正

の
議
論
議
せ
ら
れ
(註
)、
文
事
實
上
に
於

て
も
、
四
年
五
月
に
は
事
情
鯨
議
な
き
も
の
は
人
民

の
情
願
に
依
り

五
代
を
以
て
田
租
を
納
む
る
こ
ε
を
許
し
、
五
年
八
月
に
は
更
に
贋
く
田
畑
貢
米

は
.勿
論
雑
挽
に
っ
き
て
も
金
納
.

一
を
許
可
し
、
爾
後
金
納

の
者
漸
く
多

か
ら
ん
と
す
る
に
至
り
し
が
、
六
年
七
月
地
租
改
正
條
例
の
獲
布
を
見

る
に

一
及
ん
で
金
納

を
以
て
定
則
こ
し
、
地
租
改
正
完
了
の
地
方
よ
り
順
次
之
を
施
行
す

る
こ
ご
Σ
な
れ
り
。
即
ち
さ
き一

.

に
例
外
的
に
認
め
π
る
金
納
制
度
が
今
や
原
則
ど
な
り
た
る
も
の
に
し
て
、
會
計
上
米
穀
の
出
納
も
遂
に
金
銭
に

改
定
せ
ら
れ
、
後
夫
賊
害
穂
出
納
纏
…例

の
獲
布
を
機

こ
し
、
九
年
三
月
三
十

一
日
限
り
米
穀
出
納
を
塵
止
し
、
爾



毎

歳
入
団
に
思

す
る
米
穀
の
鵬
納
あ
る
姜

は
之
を
貯
蓄
麗

質
牧
し
・
其
代
償
を
以
て
出
納
す
る
こ
美

し
・

」會
計
上
全
く
金
園

の
一
途

に
騙
し
た
り
。
見
れ
中
央
集
権
の
確
立
に
俘
ふ
自
然
の
大
勢
な
り
ε
難
、
亦
實

に
我
国

.

財
政
史
上

の

一
大
攣
革
と
い
は
さ
る
可
ら
す
。

垂

明
治
初
苦

参

・
地
租
整

の
建
議
に
・
い
て
に
商

調

治
財
政
堤
の
外
、
某

番

鷺

三
版
下
奨

四
四
蚕

下
・一明
治
財
贅

網
六
八
頁
以
下
に
も
そ
の
大
様

を
掲

ぐ
。
今
そ
の
二
一二
々
示
さ
ん

に
、
例

へ
ば
集
議
院
列
官

酔
田
孝
子
に
三
年

六
月
田
租
改
革
の
建
議
な
な
し

た

る
が
兵
の
強

大
覇

野
動

か
し
、
誉

他
日
地
租
改
正
の
動
撃

な
す
量

り
し
・・
い
ふ
。
氏
に
先
づ
蒙

た
る
搬
畿

碁

盤
等
よ
塗

す
ろ
姦

の
蠹

毒

某

納
に
老

不
警

鐘

へ
て
曰
く

「山
林
田
響

】
切
米
宣

義

蕊

県

政
に
・
田
地
少
き
暫

て
に
耕
を

得
た
ろ
米
に
悉
皆

に
納
め
、
山
挙

の
霧

甕

菜

量

へ
以
蚕

晃

つ
・
な
り
・
,民
生
亦
饗

σ
べ
し
垂

髪

以
て
替

學

び

ん
や
。
斯
く
。
納
む
る
所
の
貢
米
民
。
乗

出
恐
』
よ
円
官
倉
に
秀

・
で
・
間
、
斗
鑑

出
懇

讐

券

鍵

券

・
・
で

義

肢
鼠
駐

繕

蓄

耗
馨

り
。
乃
ち
.、た
之
に
託
し
て
諮
ゑ

か
ら
さ
爵

讐

り
。
つ
ま
り
民
工
り
出
て
し
丈
け
昏

に
入
ら
愛

車
問
の
耗
減
い

く

ば
く
な

ろ
を
知
ら
ア
、
官
既
に
貢
米

な
攻
め
ま
た
之

々
.萱
て
金

に
代

へ
、
以
て
高
槻
の
費
用

ド
供
す
る
こ
ご
な
れ
ば
、
米
側

り
高
下
に
從
て
激
府

の
用
度
盈
縮
定
ま
ら
す
。
就
て
は
翠

羅

葉

牟

　

豫
等

る
こ
晶

ば
す
。
浴
場

震

行
次
第
な
り
・
是
葦

饗

の
最
夫

な
み

姦

。
其
他
寓

髭

馨

り
。
出
費
に
璽

、米
商
鉾

も
碧

よ
し
、
馨

殆
藤

て
計
ふ

」可
与

」
云

ε
・
而
し
て
こ
れ
爵

す
ろ
肇

、、し
て
は
、
田
地
の
悪

寒

公
許
し
、
土
地
所
薯

ド
地
無

交
付
し
、
機

癒

し
て
租
鬱

金
碧

し
む
べ
し

冠
.説
け
り
・
菱

四
年
九
月

・

大

蔵
卿
大
久
保
利
達
及
ひ
大
殿
大
輔
井
上
馨

は
「
塩
断
費
置
放
禁

.
分

一
攻
税
法
施
設
之
議
」
ド
つ
き
正
院

に
無
議
す
か
肺
あ
り
・
地
所
の
壷
買

心

許
し
、
地
代
雰

一
の
牧
馨

暮

£

、・ご
諾

し
た
墓

、
塵

羅

欝

松
方
正
義
も
誼

震

劣

吏
与

・商
議
老

亀

襲

正
意

見

和
大
燕
雀
に
開
陳
し
(
一
)地
所
の
耕
作
は
其
持
主

の
自
白
ド
任
す
可
き
こ
三

二
)
地
所
費
買
譲
興

に
勝
手
た

る
べ
世
こ

足
(三
)
穀
物
の
輸
出
入

究

許
す
.へ
爵
.、三

四
)地
穀

圖
霧

細
劃

す
・
、
ミ
(五
)穣

窪

む
・
こ
茎

e
地
慣
に
從
ひ
相
観
窪

む
・
こ
三

七
)地
所
童

へ

.

各
地
奪

附
琴

、
ミ

塞

げ
・
・
が
、
そ
の
意
見
嬉

高

年
+
五

大
癸

葬

上
覆

・
大
蔵
少
輔
吉
田
蔑

に
再

「丙
羅

装

ず

論
.
.競

明
治
粟

便
器

〔三

第
窓

(第
四
號

八
五
)

五
五
九



論

説

、明
治
の
米
側
隅
箭
(
二
)
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第
九
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(第
四
既

八
六
)

五
六
Q

正
見
込
」
な
正
院
髭

出
し
、
慣
行
の
田
租
儀

に
之
姦

し
難
き
宣

て
晃

づ
土
地
費
買
の
筆

解
ミ

地
券
税
建

設
げ
・
物
籍

興
し

工
勢

和
鋤

の
、
保
護
關
挽
の
活
用

々
以
て
輸
出
の
盛
大
々
謀

71
、
漸
次

に
物
品
税
、
印
焼
箒

奄
起
す
弔
從

ひ
「
農
民
員
撫

の
偏
重

な
除
く
べ
き

を

論
し
た
り
。
尋
て
五
年
五
月
神
奈

川
縣
令
陸
奥
宗
光
も
田
租
心
改
正
し
地
相
…
F
慰
し
て
課
税

す
る
の
意
見
な
上
書

し
た
り
。

そ
の
論
旨

ほ
神
田
兵

の
建
議

ぜ
し
所
己
大
同
小
異
な
り

こ
雌

、
地
租
改
正
事
業
に
に
大

に
興
て
力

め
り
し
所
の
』

の
な
0
。

.

明

治

元

年

よ

り

死

時

に

至

る

ま

て

政

府

の
歳

入

出

ξ

し

て

出

納

せ
.ら

れ

π

る

米

穀

の
総

領

は

左

の

如

し

。

儀
考

玄精籾糯

米米

支

那

米

雑

穀

一
六
、
三
八

二
、
〇
四
五
石
猷

=

、
七
〇
四
石
触

六
三
、
一
四
九
石
鯨

八
、
八
八
七
石
鹸

一
四

、

一
二

一
、石

鹸

ニ

レ制
、
二
山ハ
一二
石
飴

覧
.う

f

二

)前
掲
石
数
に
攻
入
の
総
額
に
し
て
全
部
老
心
支
出
ぜ
し
も
の
こ
す
。

6

三

)但

し
前
掲
数
字

に
回
漕

に
よ
畠

酬
、
秘
訣
更
正
り
納
沸

、
其
他
米
産

に
於
け
る
出
杢

切
な
括
算
し

た
る
も
の

如

く
運
韓
出
納

の

＼

頻
繁
な
り
し
年
に
恰
も
歳
入
出
の
多
額

獄
る
が
如
音
形
態

め
り
て
眞

の
出
納
額
蝕
知

る
心
得

さ
る
の
欠
貼

め
り
。

八三
〕前
掲
石
敷

11
貢
納
政
費

の
出
納
の
み
な
ら
↑
費
買
に
鼠
ろ
出
納

し
加
算
ぜ
ら
ろ
。

(四
元

年
三
月
米
穀
出
納
腰
上
の
際
罫

け
ろ
國
広

の
険
米
は
之
鉾

蓄
都
に
壷

渡
し
た
う
も
の

F
し
て
其
實
厳
明
か
な
ら

さ
る
も
穂
て
之

々
支
出

`
し
て
前
掲
石
蝦

に
合
算
ゼ
ら
れ
め

る
も

の
な
叫
。

'

〆

.



一
…
以
上
論
ず
る
所
に
よ
り
て
明
か
な
る
か
如
一
此
草
創
時
代
に
於
て
は
米
納
制
度
を
原
則
ご
し
、
米
穀
は
金
銭
と

緬

並
て
出
納
せ
ら
れ
砦

を
以
て
牧
支
禁

足

を
生
し
た
る
場
合
、
例

へ
は
米
穀

の
不
足
を
生
し
蔭

場
合
に
は

一
各
地

に
於
て
米

を
買
牧
し
て
補
充
し
文
金
競
の
不
足
し
決
る
場
合
に
は
貯
穀
を
質
剥
し
て
金
銭
に
代

へ
、
互
に
そ

.

の
流
用
薗

り
穴
る
を
以
て
、
毎
年
多
少

の
喪
買
あ
ら
さ
る
は
な
き
も
是
等
は
米
書

換
融
通

の
爲
め
に
せ
る
こ

k

明
か
に
し
て
、
米
穀

の
需
給
、
米
領
の
均
卒
を
目
的

手

る
も
の
に
は
あ
ら
す
・
撚

れ
ε
も
米
警

調
節
は
此

時
代
に
於

て
は
、
國
民
生
活
上
の
問
題
た
る
は
勿
論
.、
荷
財
政
上

の
方
面
よ
り
見

る
も
必
要
な
り
し
を
以
て
、
常

季

の
意
味
に
於

け
る
米
穀

の
費
買
の
み
な
ら
す
、
其
他
種
々
の
方
法
を
巡
5
し
て
随
時
引
上
引
下
の
政
策
を
探
り

リ

ニ

し

也

。

一

む

二
、

米

贋

米

贋
は
日

に
月

に
憂

動

ず

る
を
以

て

一
概

に
諭
し
難

し
と
難
、
今

そ
の
大
勢

を
見

る
に
、
明
治

「
、
二
年

の
間

に

あ

り
て
績

甦

凶
作
蕩

影
響
に
よ
り
て
漸
次
騰
貴
し
、
三
年
以
後
経

て
は
・
豊
作
轟

入
誉

の
影
響
に

へ

よ
り
て
漸
次
下
落
に
向

ひ
、六
年
秋
よ
り
職
齪
争
擾

の
た
め

一
時
騰
貴
し
た
る
も
秋
納
良
好
其
他

の
事
情
に
よ

り
、

入
牢
に
入
り
て
は
秀

下
落
し
な
り
・
從
て
此
期
間
に
有

る
米
畿

策
は
明
治

一
べ
二
年
の
引
下
策
ぜ
三
年
以
後

の
引
上
策
、
七
年

の
引
下
策
及
ひ
八
年

の
引
上
策
と
の
四
項
に
塵

分
し
て
説
明
す
る
を
便
と
す
。
今
こ
の
期
間
に

の

油
け
る
米

僧

を
示

さ
は
次

の
如

し
。

諦

観

明
治
の
米
側
醐
節
(二
)

.

第
九
巻

(第
四
號

八
七
)

五
六
一

2)米 界資料132頁



論

説

明
治

の
米
側
調
緬
ハ
ニ
)

十 十 十 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー`

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

第
二
種
平
均
.

寒 布 寒 空 質 受 耀 罫 書 モ 吊 饗 耳 元
吾 吾 き 合8酷 き8合 葛 詔 年

二
年

三
肇

七
、
例
〇

一
〇
、
六
〇

七
、耳
ロ

一
〇
、
隅
O

君
2

0

一
〇
、
八
O

へ
、
8

カ
£

O

(
、
(
0

湘
、
養

力
、
　己

力
、
四
〇

カ
、
四
9

カ
、
ゼ
O

カ
、習

聖

四
〇

九
、
六
〇

七
、
六
〇

一
〇
、
七
〇

(
、
四
〇

り

一
〇
、
阻
〇

七
、
四
〇

言
、
〔0

㌣

=
O

`
£
昌

一
〇
δ
四

四
孚

.

翻

ゼ
δ
〇

六
充
9

六
、
四〇

六
二
〇

著

き

六
、言

四
、
凹
O

F
.諏
δ

〇

四
、
杏

四
、
四
〇

　「
£

〇

六
、
六
(

邑
、

明
治

一
、
二
年
の
引
下
策

『 属 音 吊 『 斉 『 円 弔 モ モ … 『 五〇 内A九 一 九 〇 二 くA六 八 一
yYOOUppOG口OOOp

第
九
巻

(第
四
雛

八
八
)

五
六
二

四E置 床 内 乱 丑 四 三 三 昌 昌 旦.』
、 、 、 、 、 、 、「 、 、 、 、 、 、 ハ

民 日 吉68巻6苫 吉 言 合 ♂ 合 筆

七

年

喚

杏

証
£
〇

内
君
O

内
べ
O

廿
、
苫

ゼ
、
合

壁

吾

悟

五.ξ

(
三
〇

七
、カ
O

竺
合

引六
、豊

八
年

『
杏

噸
ぎ

ゼ
、
四
〇

引

.

七
£
O

誓
力
O

飴
、　
。

望
合

噸
吾

六
、
合

築
合

耗
苫

誓
究

明
治

の
新
政
既
に
建
つ
ε
難
、伏
見
鳥
羽
の
役
あ
b
、
更

に
錦
旗
東
征
奥
勿
騒
擾

の
こ
と
あ
り
て
人
心
恟
々
ε
し

て
安
ん
ず
る
所
を
知
ら
す
。
從
て
物
品
を
賀
綿

ひ
て
携
帯
に
便
な
る
金
銭
に
代

へ
ん
.こ
す
る
に
至
り
、
駐
米
を
投
.

一
費
す
る
も
の
多
く
、米
贋
漸
次
下
落
し
三
月
に
は
三
園
七
十
鏡

に
到
り
拠
る
も
、
五
月
に
は
新
紙
幣
の
獲
行
あ
り
、　
　

.

且
戦
飢

の
た
め
交
通
杜
寒
し
廻
米

の
支
障
を
疎
し
な

る
ε
、
天
候
順
を
失
し
霧
雨
出
水
等

の
こ
ε
あ
り
し
に
よ
り
、

…
七
八
月
に
は
七
圓
九
十
鏡
に
騰
貴
せ
り
。撚

れ
ε
も
四
民
術
そ
の
堵
に
安
ん
せ
季
投
壷
行
は
れ
起
る
を
以
て
、其
後

、

戸

「



「
多
少
の
下
落
を
見
た
る
も
明
治
こ
年
に
入
り
て
は
、
亦
霖
雨

の
た
め
佑
柄
不
良
に
し
て
米
穀
の
缺
乏
を
訴

へ
走

る

比

加

へ
て
、
紙
幣
濫
嚢
不
信
用

の
だ
め
銀
紙
の
差
甚
し
く
、
米
傾
は
最
高
十
圓
七
十
銭
に
達
せ
り
(肚
)

先

つ
(第

一
萌

治
元
年
に
於
て
米
贋
に
封
ず
る
政
策
ご
し
て
探
ら
れ
た
る
主
な

る
方
法
は
次

の
如
し
。

一
、
廻
米
策
。
東
北
地
方

へ
の
廻
米
を
促
す
丸
め
四
月
三
日
仙
毫
藩

へ
の
蓮
に
曰
く

「
東
武

の
地
物
債
騰
貴
し
、

小
民
饑
餓
離
散
の
者
も
不
少
歎

の
趣
蓮
叡
聞
深
く
歎
き
思
召
さ
れ
た
り
、
不
日
大
穂
督
入
城

の
後
は
人
民
居
合

の

御
取
締
り
も
あ
る

へ
ぎ
に
よ
b
　滞
り
な
く
米
穀
を
蓮
鮒
…す
る
や
う
早

々
取
調
ふ

へ
し
似
但
米
穀
贋
は
至
當

の
時
償

一
を
以
て
取
扱
ふ
へ
し
」
云
窪

。
更
に
入
明
加
賀
藩
へ
の
達
旨

乱

箱
館
府
は
東
北
の
畿

秀

鎮
定
に
及
は
す

…

藷

極
楽

緩

乏
・
警

付
き
其
置

・
務

・
藁

・
早
鑑

華

言

、
但
代
鰹

追
・
下
渡
す
へ
健

よ

吻
穀
数

を
取

調

へ
伺

出

つ
へ
し
」

、巴
。

て
れ

よ
り
前

七
月
十

こ
口

に
ぼ
全
国
諸
府

縣

に
謝

し

「
古
人

の
説

に
大
.

齪

の
後
必

す
飢
饉

あ
り

こ
い

へ
り
。
且
洪
水

大
旱

は
古

來
聖

明

の
世

と
難

ご
も
免
れ

さ

る
ご
こ
ろ

な
り
。
今
春

よ
り

欝

湧
漿

災
農
民

の
患
を
な
し
擾

不
順
既
蜂

四
蝿

の
害
あ
り
・
此
上
仁
八
月

の
末
に
至
り
蔓

、大
風
之
募

る
雲

は
水
漬
倍

幽

貴
し
諸
藩
鎖
津
を
な
し
奸
商
買
占
等
を
座

せ
は
窮
民
の
困
墾

.方
な
争

・
鰥
寡
孤
掛

付
を
以
て
餓
砦

免
れ
ん
。
民
の
上

砦

も
a
預
鍵

ら
す
ん
は
あ

・
可
ら
す
。
呪
や
皇
政

一
新
・
億
兆
の
民
再

.

ひ
父
母

を
得

る

の
念

を
生
す

る
聴
に
嘗

て

は
、
賑
恤

の
典
、

一
日

も
怠

る

へ
か
ら

さ
る
を

や
。
依

て
府
縣

の
諸
役

　人
車

ら
.恥
を
此
事

に
誰

し
其
支

配
所

民

日

の
多

少

に
慮

し
豫

め
米

穀

の
流
通

を
謀

り
、
鎖
津
買
占
等
.の
所

業

を
禁

論

説

明
治
の
米
側
醐
節
(二
V

第
九
巻

(第
四
號

八
九
)

五
六
三



論

説

明
漕
の
米
債
調
節
(二
　

」

第
九
巻

(第
四
號

九
〇
)

五
六
四

し

、
成

は
彼
地

よ
り
此
地

に
強

し
、
此
地

よ
り
彼
地

妃
逡

り
、
互

に
有
無
相
助

る
等

、
今

よ
り
目
算

を
立

つ
.べ
し
。

一
其

上
不
足

の
見

込

あ
れ

は
機
會

に
「悠

し
非
常

の
取
計
も

あ

る

へ
し
。
府

縣

の
諸

役
入
能

く
熟
考

し
て
早

々
言
上

ず

の

へ
し
」
ε
布
告
し
起
る
が
、
こ
は
前
陳
の
こ
令
ご
異
り
、

「
般
的
に
有
無
相
通
す
る
な
め
廻
米

の
必
要
を
豫
め
戒
.

.

告

せ
る
も

の
.恕
し
て
具
膿
的

の
事
實
方
法
を
示
す
に
至
ら
す
と
難
、
亦

「
面
.に
於
て
政
府
が
米
償

の
騰
貴

に
謝
し

て
何
等
か
の
政
策
を
と
る
の
必
要
あ
る
こ
蓄

認
奠

る
こ
ご
を
示
す
も
の
諺

ふ
べ
文

こ
れ

に
よ
.る
も
明
、治

初
年

粂

債
調
鐘

封
ず
る
政
府
の
施
設

な
か
り
し
か
単

解

は
誤
り
事
る
び

ε
明
か
也
。

.

垂

「護

響

記
事
・及
・
.米
但
皐

制
度
の
梗
概
・・
明
治
瓦
書

お

・
盗

難

の
揚

重

重

く
・
所
の
も
診

準

の
嵩

書

し
た
る
か
、
或

ーエ
賑
恤
の
目
的
な
り
し
か
、
頗
る
疑
問
な
る
寿
以
て
、
余
に
之
為
引
用
ゼ
す
・

二
、
他

国
積

制
限
。
右

に
述

へ
れ

る
如

く
政

府
は

一
方

に
於

て
、
東
北
地
方

そ
の
他

米
穀

不
足

の
地

方

へ
の
廻

米

を
奨
倒

し
れ

る
が
、
他
方

よ
り
考

ふ
れ

は
楼

利
を
生

命

ε
す

る
商
人
殊

に
問
屋

等

㊨
大
商

人
に
ε
り

て
は
米

債

.

騰

貴

せ

る
地
方

に
そ
の
持
米

を

回
漕

せ
ん

ご
す

る
は
當
然

の
こ
ご

な
り
。
黙

れ
こ
も
凶
作

と
肚
會
駒

木
罫

ε
の
爲

.

め
円

盤

護

の
配
給
、
圓
滑
姦

き
之
れ
誕

乏
を
訴
ふ
・
場
食

は
・
.班

グ

の
廻
米
の
麩

に
・
他

…
地
方

の
在
米
を
必
要
以
上
に
減
少
せ
し
む
る
の
危
険
な
き
に
あ
ら
す
。
徳
川
購
代
に
於

て
も

[
方
に
廻
米
を
奨
拗

…
し
、
他
方
に
他
國
積
を
禁
止
せ
る
事
例
に
乏
か
ら
さ
る
所
な

る
が
、
今
や
又
大
阪
府
に
於
て
は
八
月
八
日

「
此
節

…
於
東
京
表
追
々
米
穀
及
騰
貴
候
に
付
て
は
、
右
之
見
込
當
地

よ
り
同
所

へ
米
穀
差
迭
倭
音
有
之
哉
に
相
聞
、
.
此
上

.

自
然
右
所
業
及
増
長
候
て
は
當
地
在
米
追
々
挑
底
に
及
、
諸
民
致
難
澁
候
間
以
來
他
國

へ
米
穀
積
廻
使
節
は
其
段

3)以 上三令 ピ も太政官H誌(大 日本貨幣史参考物慣部所 引)に よる、米相場考141頁

以下 に も出づ

4}本 誌第 九巻第 一號158頁



の

當

府

へ
訳
出
見

分
請
可
積
出
」
云
書

令
す
乏

至
り
、
私
麺

迭
す
る
も
の
あ
ら
は
嚴
に
罪
せ
ん
こ
嘉

以
て

し

、
他

国
積

に

つ
き
制

限
を

加

へ
た
り
き
。一

㎝
三
、
酒
造
制
限
。
酒
造
を
制
限
し
て
以
て
米
穀

の
此
方
面

に
於
け
る
消
費
を
節
約
し
、
以
て
飯
米
を
豊
か
な
ら

「

・
を

の
歌
書

徳
川
時
代
に
於
・
頻
窪

し
て
行
続

砦

躄

る
が
・
明
亮

矢

月
に
も
亦
同
様
の
事

例

あ
り
.、
當
時
の
達

に
日
X

「本
年
は
諸
國
戦
争
叉
は
風
水

の
災
等
あ
り
て
米
償
沸
騰
諸
氏
困
迫

の
趣
に
付
き
本

年
造
酒
は
元
高
の
三
分
の

}
を
撃

へ
し
。

若

し
過
遣
す
る
も

診

ら
は

嚴
に
,罰
す

へ
し
ご
造
酒
人

へ
達
す

へ

…
し
∂

ご

ヨ

四
、
藏
匿
禁
止
及

ひ
不
正
取
引
戒
告
。
以
上
の
外
,

・
大
阪
に
於
て
廣
、
揺
米
商
に
し
℃
米
贋
を
定
め
す
、
或
は

近
郷
霖
雨
出
水

の
厄
に
脅
し
授
る
に
乗
じ
搗
米
直
段
を
引
上
、
或
は
持
米
を
藏
匿
レ
て
出
さ
す
、
矯
め
に
下
民

の

.

難
漉
せ
る
も
の
あ
る
趣
な
る
遊
以
て
、
大
阪
府
は
五
月
十
九
日
右
奪

の
行
爲
を
嚴
禁
し

「
平
日
之
通
、
白
米
店
先

ロ

　

.

へ
差
出
し
、
元
直
段

よ
り
相
當
之
利
徳
を
取
責
渡
可
申
」
旨
を
諭
し
、
七
月
二
十
九
日
に
は
米
仲
買
等
暴
利
を
貧

ら
ん
こ
し
「
同
志
之
者
申
合
身
賛
成
仲
買

へ
金
を
與

へ
、
裾
大
名
佛
米
時

の
相
場
よ
り
高
直
に
.入
札
儒
教
、
買
講
和
.

…
徳
噛
得

、
憤
然
右
底
設
よ
り
下
落

に
及
節
は
、
鋪
銀
流
に
て
返
米
致
、
其
罪
は
入
札
人
引
冠
、
奸
商
相
働
候
者
増

.

長
」
す
る
に
至
り
し
を
以
て
之
を
嚴
飛
し
、
其
後
奸
商

の
捕
縛
せ
ら
る
》
も
の
あ
り
冨
揚
米
商

こ
れ
か
な
め
に
恐

れ

て
米
を
買
は
さ
る
に
至
り
し
を
以
て
無
危
踏
正
路

の
取
引
を
な
す

へ
き
こ
ε
を
諭
し
π
り
町

一
論

説

明
治
の
議

調
響

;

・
.

第
九
巻

(誇

號

九
ご

畏

五

'

'

5)

6)

7)

堂島薔 説467頁 、米相場考143頁

太政官 日誌、績灘酒滑革誌、・3頁
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論

説

明
治
の
米
慣
調
節
〔二
V

.・

第
九
巻

(第
四
號

九
二
)

五
六
六

次

に
(第

二
)明
治

二
年

に
入
り

て
探

3
れ
だ

る
方

法
は

、
先

つ
大
阪

に
於

て
は
、
前
年

に
お
け

る
と
同
様
他
国

「積
の
劇
暑

認
)
歪

取
引
に
封
ず
る
整

.
(赫

鶏

繋

箋

饗

講
習
)
井
・
歪

行
爲
歪

(禰

雁
翻
パ
臓
釦
凱
捉
譜
購
槻
鰍
囎
罐
駄
轡
難
わ
謄
パ
騰
澱
吟
さ
)等
の
こ
ご
あ
辱

そ
の
他

一
般
に
は
造
酒
高
三
分

一
減
を
冷
』
た

一.

、

一る
が
、
前
年

に
行

は
れ
さ
り
し
方

法

ビ
し
て
は
.
.

,
.

一
、
米
驚

限
。
堂
島
藷

四
⊥ハ
八
頁
に
は

蕾

塾

)
季
葉

宜
、独

勝
日
和
雨
天
轡

て
米
贋
高
直
橘

へ

へ

あ

も

も

も

ひ
、
役
米
百
二
+
両
已
上
、
然
る
腱
、
制
令
追
々
直
下
。
六
月
+
三
日
よ
り
正
米
商
内
立
會
無
之
(艸
)
八
月
二
日

へ

も

ロ

コ

た

た

ヤ

マ

リ

や

む

　

　

　

も

も

セ

御
布
令
出
る
、
八
月

二
日
夕
方
、
米
贋
識
常
高
直
諸
民
難
澁
不
少
、

一
特
不
得
止
儀

に
て
是
迄
御
定
相
場
被
相
立

　

へ置
候
得
業
、
追
々
諸
方
李
均
を
失

ひ
却
て
不
融
蓮
に
至
り
候
趣
相
聞
候
。
依
之
規
則
之
自
然
相
掛

に
任

せ
、
各
所

釣
合
正
路
に
賞
買
可
致
者
也
」
云
々
と
て
大
阪
府

の
布
令
を
敵
す
る
に
徴
す
れ
ば
、

一
.時
米
債
に
直
接
干
渉
を
加

へ
穴
る
こ
と
あ
る
が
如
き
も
、
却

て
弊
害
を
生
じ
旋
ス
・矯
め
、
暫
時
に
し
て
塵
止
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
可
し
。

二
、
.外
米
輸
入
。
米
穀

の
輸
入
は
既
に
慶
應

}年
十
月

に
そ
の
例
あ
り
。
明
治
元
年

に
も
八
高
八
千
百
〇
四
石

の
輸
入
を
見
π
る
が
、
本
年

に
於
て
は
支
那
よ
り
米

を
輸

入
す
る
こ
ご
甚
だ
多
く
、
實

に
六
+
八
高
〇
六
百
九
十

.

九
石
に
達

し
な

る
こ
ε
は
大
に
注
意
を
要

τ
る
所
な
り
。

こ
の
輸
入
は
日
清
戦
後
、
生
活

の
向
上
人
口

の
増
加
に

.

俘

ふ
需
要
増
加

の
爲
め
、
供
給
の
不
足
を
補
は
ん
か
た
め
に
恒
久
的
に
輸
入
せ
ら
れ
だ
る
も
の
ε
は
.、
大
に
そ
の

慶

を
異
に
し
、
凶
作
そ
の
他

の
耳
謄

よ
る
米
磐

騰
婁

緩
和
す
る
爲
め
の
輸

入
に
外

な
ら
す
・
猶
・
米
穀

以上 堂 島醤 記、467-468頁8)9)
10)
11)轍 欝 諮 講 　難 繍 ・



　

の

ド

一
の
輸
出
に
就
て
は
既
犀
元
年

に
民
食
不
給

の
虞
あ
る
を
以
て
之
垂
禁
止
し
(駄
)
穴
る
が
、、
.一
般
に
こ
の
禁
止
を
解

治

一
一
、除
凱
儲
饗

ハ諮

紫

一

　

き
　

凡
呈
の　

而
し
て
　

の
政
餐
.

翻

τ
・
幾
何
・
微
男

齎
・
葦

・
明
…

す
・
黍

身
振

方
法
昊

謄

於
・
禦

・
簿

・
に
・
東

綴

牟

貧

讐

な
皐

、
文
相
碁

器

薯

秩
序
的
の
も
の
に
も
あ
ら
ざ
る
が
如
し
薩

・
維
新
匆
々
の
際
庶

、鰍

政
秀

楚

就
か
・
・
當
覧

於
て
は
善

む
を
得
さ
る
磨

ミ

し
・
等

量

諸
募

肇

の
存
す
る
に
於

鵡

…
て
、
明
治
薔

・
習

・
六
年
・
至
逗
・
始
学

行
・
・
・
・
…

あ
…

て
・
窪

蟹

礎

　

ざ
る
.

臓

.

當
特
に
於

て
既
に
存
し
た
る
こ
と
を
知
る
可
き
也
、
而
し
て
明
治
二
年
に
於
て
は
.
そ
の
主
な
る
方
法
は

一
に
外

期

米
の
輸
入
に
存
し
、
而
も
塵

ハ
+
八
薯

・
毒

姦

人
・
た
・
こ
　

れ
ば
、
・
・
　

て
棄

・
整

匙

を
救

ひ
、
米
穀
供
給
の
上
に
於
て
相
當

の
敷
果
を
墨
・け
、
多
少
米
儂
を
緩
和
し
得
た
り
し
に
相
違
な

く
、
米
償
は

ゆ
年

三

年
+
月
に
至
譲

て
漸
次
馨

し
、
±

、
斉

・
於
・
多
劣

下
薄
寛

、
三
葉

　

・
再
・
讐

頃
難

臨
謙

.

し
て
最
高
十
圓
八
十
鏡

(肛
)
に
及

ひ
穴
る
も
、
其
後
漸
次
下
落
す
る
に
至
り
し
な
り
。
黙
れ
ざ
も
明
治
二
年
に
於

の

全
席

49
」

け

る
外
米
輸
入
の
影
響
に
つ
き
て
コ鹸
…入
の
需
要
に
超
過
せ
る
薦

め
米
領
低
落
し
て
其
恵
雨
三
年
に
及

ふ
]
と
な
す

幾
翻

は
果

し
て
適

當

な
り
や
。

爾
後
数
年
問

の
米
儂

下
落

に

つ

い
て
は
恐

ら
く
明
治

三
年
以
後

に
わ
け
る
豊

作

嬉
、
且
、

膿

電
縫
蘭

・

日

著
洋
米

三
年

に
躰
け

る
輸

入
米
量

が
更

に
著
し

く
増
加

し
て

二
百

二
十
五

萬
石
を
算

し

允

る
に
由

る

へ
き
也
。
故

に
明
治

大
拙

東

の

.

二
年

の
外
米
輸

入

の
み
に
よ
り

て
爾
後
激
年
間

低
落

に
苦

み
穴
り

と
な
す

は
適
當

に
非

る

へ
き
也
。

凋
埆

均

論

説

明
治
の
米
側
調
節
(二
)

・

第
九
巻

(第
四
號

九
三
)」

五
六
七


